
    

                         

 

     

   

    

令和 ５年 １月 《 2 3 1 号 》 

県内の自転車事故で亡くなった方の 

乗車用ヘルメットは、全年齢で着用を！ 

道路交通法第63条の11第1項～3項 （令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行） 

半数以上が頭部に致命傷を負っています。 

 

●自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 

●自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に 

●児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、 

 

せっかくのヘルメットも 

正しく着用しなければ 

効果がありません。 

あなたの命を守るために 

頭のサイズに合ったもの 

を選び、あご紐をしっか 

りしめましょう。 

当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 

 

乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 


